
（１）「申請者本人」について学生本人が記入してください。

（２）「家計急変者（※）」と「事由」について記入してください。

 □ １．生計維持者が死亡

 □ ３．生計維持者が失職（退職、会社倒産、廃業）

 □ ５．父母等による暴力等から避難

 □ ６．生計維持者との離別（離婚・行方不明等）

※各事由の説明や証明書類については、「貸与奨学金案内（高等専門学校）」の46～54ページを必ず確認してください。

（https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/tebiki/daigaku_etc.html）

（３）「奨学金確認書兼地方税同意書」に記載されている申込ＩＤを記入してください。

＜学校記入欄＞
（西暦） 年 月 日

（26．04）

離職日
廃業日

保護施設への
入所年月日等

離別日
(離婚日、失踪日等)

罹災日
被災日

事由発生日

死亡日

事故・病気等
発生以降の
家計急変日

学　校　名

事由発生日

 □（2）同一生計の家族が事故・病気
        等となり家計が急変
        【生計維持者の支出増大】

提出年月日

・戸籍謄本（抄本）、離婚届受理証明書、行方
  不明者届受理票 等

Z D

・罹災証明書、被災証明書 等
・収入に関する証明書類（課税所得がある場合）

 ４．生計維持者が
     震災、火災、
     風水害等に被災

 □（1）被災等により、収入が
        無くなった

 □（2）被災等により、収入が
        減った

2 6

・罹災証明書、被災証明書 等

・公的機関等による保護証明書 等

 □（3）被災等により、支出が
        増えた（収入状況は変化なし）

・離職日、廃業日等が確認できる書類（退職証
  明書、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受
  給資格者証、解雇通知書、破産手続開始決定
  の通知書、廃業等届出書 等）
・収入に関する証明書類（課税所得がある場合）

・戸籍謄本（抄本）、住民票除票（死亡日記載）

・就労困難の証明書（医療費の領収書、医師に
  よる診断書や治療計画書 等）
・勤務先発行の休職証明書 等
・収入に関する証明書類（課税所得がある場合）

 □（1）生計維持者が事故・病気等と
        なり就労困難
        【休職による収入減少】

・罹災証明書、被災証明書 等

 ２．事故・病気等

事故・病気等の
発生日

学籍番号

※家計急変の事由が生じた
生計維持者 　□　父　　□　母　　□その他（あなたとの続柄：　　　　　　）

必要書類事由

・事故・病気等の事由の証明書（医療費の領収
  書、医師による診断書や治療計画書 等）

貸与奨学金（緊急採用・応急採用）証明書類提出書

氏名

カナ 生年月日 （西暦）           年         月         日 

漢字
学校名

ご記入いただいた情報及びあなたの奨学金に関する情報は、奨学金貸与業務（返還業務を含む）のために利用されます。この利用目的の適正な範囲内において、当該情報（奨学金の返還状況に関する情報を含

む）が、学校、金融機関、文部科学省及び業務委託先に必要に応じて提供されますが、その他の目的には利用されません。機関保証加入者については、機構が保有する個人情報のうち保証管理に必要な情報が保証

機関に提供されます。また、行政機関及び公益法人等から奨学金の重複受給の防止等のために照会があった場合は、適正な範囲内においてあなたの情報が提供されます。

学 校 番 号 区分電話番号（担当者名）

（ ）

－ －

該当者に✔を記入してください。

※家計急変者が２名の場合は、家計急変者ごとに本提出書を作成してください。（２枚必要）

【大学、短期大学、専門課程を置く専修学校、高等専門学校】

（西暦） 年 月 日 証明書類から転記してください。

該当する事由に✔を記入してください。
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※収入に関する証明書類の提出が必要となる事由や、提出する場合の注意点は、「貸与奨学金案内（高等専門学校）」を参照してくだ
さい。

「給与所得」です

給与明細書

賞与はありませんか

「事業所得」です

ある

年金は、ありませんか
（公的年金・企業年金・私的年金）

月ごとの金額が
確認できる書類

不動産所得は、ありませんか 不動産の帳簿

雑所得は、ありませんか 雑所得の帳簿

譲渡所得や一時所得は、
ありませんか

所得金額と受取日が
確認できる書類

配当所得、利子所得、
山林所得は、ありませんか

ない
ある

ない

ない

ある

ない

ない

ない

ある

ある

ある

ある
上記記載の所得はありませんか

給与明細書
賞与明細書

役員報酬は、
ありませんか

緊急採用・応急採用で収入に関する証明書類が必要な方の提出書類の確認

ない

⚠複数の勤務先から収入が
ある場合、全ての勤務先の
書類の提出が必要です。

収入に関する証明書の
提出は不要です

給与所得ですか、事業所得ですか
給与や所得が０円でも、退職・廃業していない場合は

下または右に進んでください。

ある

両方に該当する場合は、両方 に進んでください

役員報酬は「給与所得」です
給与明細書を役員報酬明細書に
読み替えて進んでください

は、提出書類です。

S T A R T

帳簿

事由発生翌月時点で
退職・廃業しています

E N D

を選択した所得について、家計急変
事由の発生日の翌月～申請月前月分の収入に関
する証明書類の提出が必要です。

全てない
E N D

該当の帳簿

　申込み後、奨学生として決定し、奨学金の貸与開始から返還までの概要は次のとおりです。

　1　 採用決定
　学校長の推薦を受けた人について機構で選考を行い、決定します（決定時期は在学校に確認してください）。学校長の推

薦を受けた人のうち採用されなかった人には在学校を通して理由を記載した不採用通知を交付します。なお、採用されなかっ

た場合も含め、提出された申込書類等は返却しません。学校又は機構が責任をもって廃棄します。

　2　 奨学生採用に係る書類の交付
　以下の書類が学校から交付されます。

奨学生採用に係る書類 備考

「奨学生証」

「返還誓約書（兼個人信用情報の取扱いに関する同意書）」

（以下「返還誓約書」という）
本ページ 3  参照

「貸与奨学生のしおり」（ダイジェスト版）

「保証依頼書（兼保証委託契約書）・保証料支払依頼書」 機関保証制度選択者のみ

第４部 奨学金の貸与開始～返還

　なお、第二種奨学金及び「定額返還方式」を選択した第一種奨学金については、採用後に提出する返還誓約書において、

返還する際の割賦方法を選択する必要があります。

（参考）　 割賦方法の選択の説明は20ページ 9  （2）を参照してください。

【給付奨学金、あるいは授業料等減免を受けながら第一種奨学金を併せて利用する場合】
・併給調整により第一種奨学金の貸与月額が０円となる場合がありますが、その場合も返還誓約書の提出は必要です。

・返還誓約書の借用金額は、「申込時の本人希望月額」と「採用時に確定した月額（併給調整月額）」のうちいずれか高い

月額に、採用時から貸与終期までの月数を乗じた額が印字されますが、併給調整等により貸与月額が変動する場合は、実

際に貸与された奨学金の総額について返還義務を負います。

　3　 出提の」書約誓還返「 
　「返還誓約書」を在学校の指示に従って提出し、機構が受理・審査して採用が確定します。「返還誓約書」は選択した保証

制度ごとに必要な書類を添付し、在学校が定めた期限までに提出してください。期限までに提出しない場合は、採用を取り

消すとともに、振込済の奨学金の全額を速やかに返金していただくことになります。

●返還誓約書と同時に提出することが必要な書類

機関保証選択者の提出書類 人的保証選択者の提出書類

「保証依頼書（兼保証委託契約書）・保証料支払依頼書」
連帯保証人・保証人の必要書類（25ページ 11  ［人的保証
制度］（4）参照）

【申込時にあなたのマイナンバーを提出できない場合】

市区町村で発行された奨学生（あなた）本人の「住民票」（コピー不可、誓約日（返還誓約書に印字される日付）から３か

月前以降に発行されたもの）（注）

（注）「返還誓約書」とともに提出する「住民票」は、マイナンバーの記載がないものを提出してください。
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